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監 査 公 表 第 ７ 号

地 方 自 治 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 ９ 項 の 規 定 に よ

り 、 高 知 県 知 事 等 宛 て 報 告 を 行 っ た と こ ろ 、 高 知 県 知 事 等 か ら 措

置 結 果 に つ い て 通 知 が あ っ た の で 、 同 条 第 14項 の 規 定 に よ り 、 次

の と お り 公 表 す る 。

令 和 ４ 年 ９ 月 30日

高 知 県 監 査 委 員

４ 高 行 管 第 147号

令 和 ４ 年 ８ 月 15日

高 知 県 監 査 委 員 様

高 知 県 知 事

令 和 ３ 年 度 行 政 監 査 結 果 に 対 す る 措 置 に つ い て （ 通

知 ）

令 和 ４ 年 ３ 月 25日 付 け ３ 高 監 報 第 17号 で 報 告 の あ り ま し た 、 令

和 ３ 年 度 行 政 監 査 結 果 に 対 し て は 、 下 記 の と お り 措 置 を 講 じ ま し

た 。

記

第 １ 監 査 委 員 の 意 見

１ 個 別 債 権 の 監 査

(１ ) 高 知 県 医 師 養 成 奨 学 貸 付 金

債 権 確 認 書 の 整 備

財 産 規 則 の 規 定 様 式 に よ る 債 権 確 認 書 の 整 備 が さ れ て

い な い こ と は 、 財 産 規 則 第 114条 に 反 す る 不 適 正 な 事 務

で あ る の で 、 改 善 を 求 め る 。

(２ ) 老 人 福 祉 資 金 等 貸 付 金

ア 債 権 確 認 書 の 整 備

財 産 規 則 の 規 定 様 式 に よ る 債 権 確 認 書 の 整 備 が さ れ て

い な い こ と は 、 財 産 規 則 第 114条 に 反 す る 不 適 正 な 事 務

で あ る の で 、 改 善 を 求 め る 。

イ 遅 延 損 害 金 （ 違 約 金 、 延 滞 利 子 等 ） の 徴 収

遅 延 損 害 金 （ 延 滞 利 子 ） の 免 除 を 行 う に 当 た っ て は 、

債 務 者 ご と に 状 況 を 確 認 し た う え で 、 免 除 が 適 当 か を 判

断 し 、 文 書 に よ る 適 正 な 意 思 決 定 を 行 う よ う 改 善 を 求 め

る 。

ウ そ の 他

不 納 欠 損 処 分 に 必 要 な 判 断 基 準 の 整 備 な ど を 行 う と と

も に 、 経 済 性 、 効 率 性 の 観 点 か ら 債 権 の 整 理 に 努 め ら れ

た い 。

(３ ) 施 設 入 所 児 童 保 護 者 等 負 担 金

ア 債 権 確 認 書 の 整 備

財 産 規 則 の 規 定 様 式 に よ る 債 権 確 認 書 の 整 備 が さ れ て

い な い こ と は 、 財 産 規 則 第 114条 に 反 す る 不 適 正 な 事 務



で あ る の で 、 改 善 を 求 め る 。

イ 督 促 状 の 発 付

平 成 26年 度 か ら 令 和 元 年 度 ま で の 一 部 の 債 権 に つ い

て 、 督 促 状 を 発 付 し て い な か っ た こ と は 、 財 産 規 則 第

124条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 に 反 す る 不 適 正 な 事 務 で あ る 。

今 後 は 、 こ の よ う な 事 務 処 理 の 遅 延 が お き な い よ う 改 善

を 求 め る 。

ウ 時 効 の 中 断 の た め の 措 置

平 成 26年 度 に 督 促 状 を 発 付 す べ き で あ っ た に も 関 わ ら

ず 、 発 付 し て い な か っ た た め 、 時 効 が 中 断 せ ず 、 債 権 が

消 滅 し て い た 案 件 が あ っ た 。 こ れ は 、 財 産 規 則 第 137条

に 反 す る 不 適 正 な 事 務 で あ る の で 、 改 善 を 求 め る 。

エ 滞 納 処 分 の 状 況

滞 納 者 の 状 況 に 応 じ て 、 滞 納 処 分 又 は 滞 納 処 分 の 執 行

停 止 の 適 切 な 判 断 を 行 う よ う 改 善 を 求 め る 。 ま た 、 滞 納

処 分 の 執 行 停 止 を 行 う 場 合 に は 、 文 書 に よ る 適 正 な 意 思

決 定 手 続 を 行 う よ う 求 め る 。

オ 延 滞 金 の 徴 収

延 滞 金 の 免 除 手 続 を 行 わ な い ま ま 、 延 滞 金 を 徴 収 し て

い な い こ と は 、 高 知 県 税 外 収 入 金 の 延 滞 金 徴 収 条 例 第 ２

条 に 反 す る 不 適 正 な 事 務 で あ る の で 、 改 善 を 求 め る 。

(４ ) 生 活 保 護 費 徴 収 金 及 び 生 活 保 護 費 返 還 金

福 祉 指 導 課 に お い て は 、 平 成 29年 度 か ら 令 和 元 年 度 に 各

福 祉 保 健 所 が 福 祉 指 導 課 に 進 達 し た 納 付 の 履 行 延 期 承 認 申

請 の 事 務 処 理 を 令 和 ２ 年 度 に い た る ま で 行 っ て い な か っ

た 。 こ れ は 、 履 行 延 期 の 特 約 等 の 手 続 に つ い て 定 め た 財 産

規 則 第 142条 第 ２ 項 に 適 合 し な い 不 適 正 な 事 務 で あ る 。

ま た 、 こ の 履 行 延 期 承 認 事 務 手 続 の 遅 滞 に 伴 い 、 平 成 29

年 度 か ら 令 和 元 年 度 の 各 決 算 に も 本 来 計 上 さ れ る べ き で

あ っ た 未 収 債 権 額 が 反 映 さ れ て い な か っ た こ と も 判 明 し

た 。

福 祉 指 導 課 に 対 し て 、 今 後 、 こ の よ う な 不 適 正 な 事 務 が

生 じ な い よ う 改 善 を 求 め る 。

ア 督 促 状 の 発 付

中 央 西 福 祉 保 健 所 で は 財 産 規 則 第 124条 第 １ 項 で 定

め ら れ た 第 21号 様 式 の 督 促 状 を 使 用 し て い な か っ た 。

な お 、 財 産 規 則 第 124 条 第 ２ 項 で は 督 促 状 に つ い て

「 別 に 知 事 が 告 示 で 定 め る 」 様 式 の 使 用 が 認 め ら れ て

い る が 、 こ れ に 該 当 す る 知 事 告 示 は 行 わ れ て い な か っ

た 。

ま た 、 い ず れ の 福 祉 保 健 所 に お い て も 、 財 産 規 則 で

定 め ら れ た 発 付 時 期 を 過 ぎ て 督 促 状 の 発 付 が 行 わ れ て

い る も の が 認 め ら れ た 。

こ れ は 、 財 産 規 則 第 124条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 に 反 す

る 不 適 正 な 事 務 で あ る の で 、 改 善 を 求 め る 。



イ 滞 納 処 分 の 状 況

滞 納 者 の 状 況 に 応 じ て 、 滞 納 処 分 の 執 行 停 止 を 行 う

場 合 に は 、 文 書 に よ る 適 正 な 意 思 決 定 手 続 を 行 う よ う

求 め る 。

ウ 延 滞 金 の 徴 収

延 滞 金 の 免 除 手 続 を 行 わ な い ま ま 、 延 滞 金 を 徴 収 し

て い な い こ と は 、 高 知 県 税 外 収 入 金 の 延 滞 金 徴 収 条 例

第 ２ 条 に 反 す る 不 適 正 な 事 務 で あ る の で 、 改 善 を 求 め

る 。

(５ ) 林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金 貸 付 金

ア 債 権 確 認 書

財 産 規 則 の 規 定 様 式 に よ る 債 権 確 認 書 の 整 備 が さ れ て

い な い こ と は 、 財 産 規 則 第 114条 に 反 す る 不 適 正 な 事 務

で あ る の で 、 改 善 を 求 め る 。

イ そ の 他

未 収 金 債 権 額 を 正 確 に 決 算 書 類 に 計 上 で き て い な い こ

と は 、 「 知 事 及 び 公 営 企 業 管 理 者 は 、 法 令 、 条 例 、 規 則

そ の 他 の 規 程 の 規 定 に 基 づ き 、 適 正 か つ 効 率 的 に 県 の 債

権 の 管 理 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 」 と す る 高 知 県 債 権

管 理 条 例 第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に 反 す る 不 適 正 な 事 務 で あ

る 。

速 や か に 是 正 措 置 を 講 じ る と と も に 、 今 後 は 債 権 の 適

正 な 把 握 を 行 い 、 法 令 に 沿 っ て 適 正 に 債 権 管 理 を 行 う よ

う 求 め る 。

(６ ) 県 営 住 宅 使 用 料

ア 債 権 確 認 書

財 産 規 則 の 規 定 様 式 に よ る 債 権 確 認 書 の 整 備 が さ れ て

い な い こ と は 、 財 産 規 則 第 114条 に 反 す る 不 適 正 な 事 務

で あ る の で 、 改 善 を 求 め る 。

イ 督 促 状 の 発 付

財 産 規 則 第 124条 第 １ 項 で 定 め ら れ た 第 21号 様 式 の 督

促 状 を 使 用 し て い な か っ た 。 な お 、 財 産 規 則 第 124条 第

２ 項 で は 督 促 状 に つ い て 「 別 に 知 事 が 告 示 で 定 め る 」 様

式 の 使 用 が 認 め ら れ て い る が 、 こ れ に 該 当 す る 知 事 告 示

は 行 わ れ て い な か っ た 。

こ れ は 、 財 産 規 則 第 124条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 に 反 す る

不 適 正 な 事 務 で あ る の で 、 改 善 を 求 め る 。

ウ 遅 延 損 害 金 （ 違 約 金 、 延 滞 利 子 等 ） の 徴 収

遅 延 損 害 金 の 免 除 を 行 う に 当 た っ て は 、 債 務 者 ご と に

状 況 を 確 認 し た う え で 、 個 別 事 案 ご と に 、 文 書 に よ る 適

正 な 意 思 決 定 を 行 う よ う 改 善 を 求 め る 。

(７ ) プ レ ジ ャ ー ボ ー ト 使 用 料

ア 債 権 確 認 書

財 産 規 則 の 規 定 様 式 に よ る 債 権 確 認 書 が 整 備 さ れ て い

な い こ と は 、 財 産 規 則 第 114条 に 反 す る 不 適 正 な 事 務 で



あ る の で 、 改 善 を 求 め る 。

イ 督 促 状 の 発 付

財 産 規 則 第 124条 第 １ 項 で 定 め ら れ た 第 21号 様 式 の 督

促 状 を 使 用 し て い な か っ た 。 な お 、 財 産 規 則 第 124条 第

２ 項 で は 督 促 状 に つ い て 「 別 に 知 事 が 告 示 で 定 め る 」 様

式 の 使 用 が 認 め ら れ て い る が 、 こ れ に 該 当 す る 知 事 告 示

は 行 わ れ て い な か っ た 。

ま た 、 財 産 規 則 第 124条 第 １ 項 で 定 め ら れ た 発 付 時 期

を 過 ぎ て 督 促 状 の 発 付 が 行 わ れ て い た 。

こ れ は 、 財 産 規 則 第 124条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 に 反 す る

不 適 正 な 事 務 で あ る の で 、 改 善 を 求 め る 。

ウ 延 滞 金 の 徴 収

延 滞 金 の 免 除 手 続 を 行 わ な い ま ま 、 延 滞 金 を 徴 収 し て

い な い こ と は 、 高 知 県 税 外 収 入 金 の 延 滞 金 徴 収 条 例 第 ２

条 に 反 す る 不 適 正 な 事 務 で あ る の で 、 改 善 を 求 め る 。

２ 県 全 体 の 債 権 管 理 に 係 る 監 査

(１ ) 債 権 の 適 正 な 把 握

債 権 所 管 課 に お い て 、 未 収 金 債 権 額 を 正 確 に 決 算 書 類 に

計 上 で き て い な い こ と は 、 「 知 事 及 び 公 営 企 業 管 理 者 は 、

法 令 、 条 例 、 規 則 そ の 他 の 規 程 の 規 定 に 基 づ き 、 適 正 か つ

効 率 的 に 県 の 債 権 の 管 理 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 」 と す

る 高 知 県 債 権 管 理 条 例 第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に 反 す る 不 適 正

な 事 務 で あ る 。

債 権 所 管 課 に お い て は 、 速 や か に 是 正 措 置 を 講 じ る と と

も に 、 今 後 は 債 権 の 適 正 な 把 握 を 行 い 、 法 令 に 沿 っ て 適 正

に 債 権 管 理 を 行 う よ う 求 め る 。

ま た 、 今 回 の 監 査 結 果 で 不 適 正 な 事 務 が 判 明 し た ２ 債 権

以 外 に も 、 同 様 の 事 例 が 発 生 し て い る 可 能 性 が あ る こ と か

ら 、 管 財 課 に お い て は 、 同 様 の 事 例 が 発 生 し て い な い か を

調 査 確 認 し 、 法 令 に 沿 っ た 適 正 な 事 務 が 行 わ れ る よ う 指 導

さ れ た い 。

(２ ) 債 権 確 認 書 の 整 備

管 財 課 に お い て は 、 債 権 確 認 書 の 整 備 状 況 に つ い て 調 査

確 認 し 、 法 令 に 沿 っ た 適 正 な 事 務 が 行 わ れ る よ う 、 是 正 措

置 を 講 じ ら れ た い 。

(３ ) 督 促 状 の 発 付

管 財 課 に お い て は 、 督 促 状 の 発 付 に つ い て 調 査 確 認 し 、

法 令 に 沿 っ た 適 正 な 事 務 が 行 わ れ る よ う 指 導 さ れ た い 。

(４ ) 延 滞 金 の 徴 収

管 財 課 に お い て は 、 延 滞 金 の 徴 収 及 び 減 免 に つ い て 調 査

確 認 し 、 法 令 に 沿 っ た 適 正 な 事 務 が 行 わ れ る よ う 指 導 さ れ

た い 。

(５ ) 遅 延 損 害 金 （ 違 約 金 、 延 滞 利 子 等 ） の 徴 収

管 財 課 に お い て は 、 遅 延 損 害 金 の 徴 収 及 び 減 免 に つ い て

調 査 確 認 し 、 法 令 に 沿 っ た 適 正 な 事 務 が 行 わ れ る よ う 指 導



さ れ た い 。

(６ ) 税 外 未 収 金 債 権 の 整 理 の 促 進

管 財 課 及 び 税 務 課 に お い て は 、 債 権 所 管 課 へ の 丁 寧 な 支

援 を 行 い 、 回 収 困 難 な 税 外 未 収 金 債 権 の 整 理 を さ ら に 促 進

さ れ た い 。

(７ ) 外 部 委 託 の 活 用

債 権 所 管 課 及 び 税 務 課 に お い て は 、 引 き 続 き 、 回 収 困 難

な 未 収 金 の 回 収 な ど に つ い て 、 弁 護 士 等 へ の 外 部 委 託 を 進

め る こ と に よ り 、 未 収 金 自 体 の 回 収 効 率 を 上 げ る よ う 努 め

ら れ た い 。

(８ ) 債 権 管 理 体 制

監 査 を 実 施 し た 限 り 、 法 令 に 沿 っ た 適 正 な 債 権 管 理 事 務

が で き て い な い も の が 認 め ら れ た こ と は 前 述 の と お り で あ

り 、 「 債 権 管 理 の 徹 底 を 図 る た め の 体 制 」 が 十 分 に 機 能 し

て い る と は 言 え な い 状 況 で あ る 。

債 権 所 管 課 に お い て は 、 シ ス テ ム の 導 入 や Ｒ Ｐ Ａ な ど の

活 用 に よ る 事 務 の 効 率 化 を 検 討 す る と と も に 、 管 財 課 及 び

税 務 課 に お い て は 、 債 権 の 共 同 （ 一 括 ） 管 理 な ど に つ い て

も 検 討 を 行 い 、 各 債 権 や 担 当 者 の 実 情 を 把 握 し た う え で 、

債 権 の 適 正 な 管 理 、 回 収 、 整 理 が 行 え る よ う き め 細 か な 指

導 ・ 助 言 を 行 う よ う 求 め る 。

第 ２ 措 置 の 内 容

１ 個 別 債 権 の 監 査

(１ ) 高 知 県 医 師 養 成 奨 学 貸 付 金

債 権 確 認 書 の 整 備

独 自 の 電 算 処 理 シ ス テ ム に よ り 行 っ て い る 債 権 確 認 書

に 記 録 す べ き 事 項 の 整 理 が 財 産 規 則 の 規 定 に 沿 っ た 適 正

な も の と な る よ う 、 財 産 規 則 を 所 管 す る 管 財 課 と 協 議 を

行 い な が ら 、 改 善 方 法 を 検 討 し ま す 。

(２ ) 老 人 福 祉 資 金 等 貸 付 金

ア 債 権 確 認 書 の 整 備

独 自 の 表 計 算 ソ フ ト ウ ェ ア に よ り 行 っ て い る 債 権 確 認

書 に 記 録 す べ き 事 項 の 整 理 が 財 産 規 則 の 規 定 に 沿 っ た 適

正 な も の と な る よ う 、 財 産 規 則 を 所 管 す る 管 財 課 と 協 議

を 行 い な が ら 、 改 善 方 法 を 検 討 し ま す 。

イ 遅 延 損 害 金 （ 違 約 金 、 延 滞 利 子 等 ） の 徴 収

当 該 債 権 に 係 る 遅 延 損 害 金 に つ い て は 、 関 係 例 規 に 基

づ き 、 そ の 取 扱 い を 整 理 す る と と も に 、 債 務 者 ご と の 状

況 を 確 認 し 、 免 除 規 定 に 該 当 す る か 否 か を 適 正 に 判 断 し

た う え で 、 文 書 に よ る 意 思 決 定 を 行 い ま す 。

ウ そ の 他

借 受 者 や 連 帯 保 証 人 の 状 況 を 把 握 し 、 整 理 し た う え

で 、 不 納 欠 損 処 分 に か か る 判 断 基 準 に つ い て 整 備 を 行 う

な ど 、 債 権 の 整 理 を 含 む 適 正 な 処 理 を 進 め ま す 。

(３ ) 施 設 入 所 児 童 保 護 者 等 負 担 金



ア 債 権 確 認 書 の 整 備

独 自 の 電 算 処 理 シ ス テ ム に よ り 行 っ て い る 債 権 確 認 書

に 記 録 す べ き 事 項 の 整 理 が 財 産 規 則 の 規 定 に 沿 っ た 適 正

な も の と な る よ う 、 財 産 規 則 を 所 管 す る 管 財 課 と 協 議 を

行 い な が ら 、 改 善 方 法 を 検 討 し ま す 。

イ 督 促 状 の 発 付

督 促 状 発 付 の 遅 延 が 起 き な い よ う 、 引 き 続 き 、 適 正 な

事 務 処 理 を 行 い ま す 。

ウ 時 効 の 中 断 の た め の 措 置

債 権 ご と の 収 納 状 況 の 確 認 を 毎 月 行 い 、 督 促 状 の 発 付

な ど 、 必 要 な 手 続 き に つ い て 遺 漏 が な い よ う 、 適 正 な 事

務 処 理 を 行 い ま す 。

エ 滞 納 処 分 の 状 況

債 務 者 の 財 産 状 況 、 生 活 状 況 等 に つ い て 調 査 を 行 い 、

滞 納 処 分 又 は 滞 納 処 分 の 執 行 停 止 の 適 切 な 判 断 を 行 い ま

す 。 ま た 、 滞 納 処 分 の 執 行 停 止 を 行 う 場 合 に は 、 文 書 に

よ る 適 正 な 意 思 決 定 手 続 を 行 い ま す 。

オ 延 滞 金 の 徴 収

高 知 県 税 外 収 入 金 の 延 滞 金 徴 収 条 例 の 規 定 に 基 づ き 、

延 滞 金 の 徴 収 及 び そ の 減 免 に つ い て 適 正 な 事 務 処 理 を 行

い ま す 。

(４ ) 生 活 保 護 費 徴 収 金 及 び 生 活 保 護 費 返 還 金

今 回 の 指 摘 を 踏 ま え 、 各 福 祉 保 健 所 か ら 債 権 に 係 る 履 行

延 期 承 認 申 請 の 進 達 が な さ れ た 際 に は 、 こ れ を 遅 滞 な く 処

理 す る よ う 改 め ま し た 。 ま た 、 当 該 申 請 及 び 処 理 状 況 を 把

握 す る た め の 管 理 表 を 作 成 し 、 管 理 職 員 等 を 含 む 複 数 人 で

確 認 を 行 う な ど 、 よ り 確 実 に 事 務 処 理 を 行 う 体 制 を 整 え ま

し た 。

ア 督 促 状 の 発 付

督 促 に 当 た っ て は 、 財 産 規 則 に 定 め ら れ た 様 式 に よ

り 、 遅 滞 す る こ と な く 督 促 状 を 発 付 し ま す 。

イ 滞 納 処 分 の 状 況

滞 納 者 の 状 況 に 応 じ て 、 滞 納 処 分 の 執 行 停 止 を 行 う

場 合 に は 、 文 書 に よ る 適 正 な 意 思 決 定 手 続 を 行 い ま

す 。

ウ 延 滞 金 の 徴 収

延 滞 金 の 徴 収 に つ い て は 、 高 知 県 税 外 収 入 金 の 延 滞

金 徴 収 条 例 の 規 定 に 基 づ き 、 適 正 な 事 務 処 理 を 行 い ま

す 。

(５ ) 林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金 貸 付 金

ア 債 権 確 認 書

独 自 の 表 計 算 ソ フ ト ウ ェ ア シ ス テ ム に よ り 行 っ て い る

債 権 確 認 書 に 記 録 す べ き 事 項 の 整 理 が 財 産 規 則 の 規 定 に

沿 っ た 適 正 な も の と な る よ う 、 財 産 規 則 を 所 管 す る 管 財

課 と 協 議 を 行 い な が ら 、 改 善 方 法 を 検 討 し ま す 。



イ そ の 他

決 算 書 類 に 計 上 で き て い な い 未 収 金 債 権 に つ い て は 、

令 和 ３ 年 度 債 権 現 在 額 報 告 （ 歳 入 金 債 権 以 外 の 債 権 ） に

計 上 し ま し た 。 今 後 は 、 法 令 に 沿 っ た 適 正 な 債 権 管 理 を

行 い ま す 。

(６ ) 県 営 住 宅 使 用 料

ア 債 権 確 認 書

独 自 の 電 算 処 理 シ ス テ ム に よ り 行 っ て い る 債 権 確 認 書

に 記 録 す べ き 事 項 の 整 理 が 財 産 規 則 の 規 定 に 沿 っ た 適 正

な も の と な る よ う 、 財 産 規 則 を 所 管 す る 管 財 課 と 協 議 を

行 い な が ら 、 改 善 方 法 を 検 討 し ま す 。

イ 督 促 状 の 発 付

財 産 規 則 第 124条 第 １ 項 の 規 定 に よ ら ず 、 第 ２ 項 の 規

定 に 基 づ く 督 促 状 に よ る こ と と し 、 法 務 文 書 課 と 協 議

し 、 同 項 で 定 め る 告 示 を 行 い ま す 。

ウ 遅 延 損 害 金 （ 違 約 金 、 延 滞 利 子 等 ） の 徴 収

県 営 住 宅 使 用 料 に 係 る 遅 延 損 害 金 に つ い て は 、 平 成 28

年 ８ 月 ５ 日 に 弁 護 士 相 談 を 行 い 、 債 務 者 が 住 居 の 確 保 に

困 窮 す る 債 務 者 で あ る こ と か ら 、 遅 延 損 害 金 を 徴 収 し な

い と 判 断 し て い る が 、 債 権 を 所 管 す る 管 財 課 と 協 議 を 行

い な が ら 、 債 務 者 ご と の 状 態 確 認 や 、 文 書 に よ る 意 思 決

定 な ど 、 適 正 な 意 思 決 定 の 方 法 を 検 討 し て い き ま す 。

(７ ) プ レ ジ ャ ー ボ ー ト 使 用 料

ア 債 権 確 認 書

独 自 の 電 算 処 理 シ ス テ ム に よ り 行 っ て い る 債 権 確 認 書

に 記 録 す べ き 事 項 の 整 理 が 財 産 規 則 の 規 定 に 沿 っ た 適 正

な も の と な る よ う 、 財 産 規 則 を 所 管 す る 管 財 課 と 協 議 を

行 い な が ら 、 改 善 方 法 を 検 討 し ま す 。

イ 督 促 状 の 発 付 及 び 延 滞 金 の 徴 収

令 和 ４ 年 度 分 に つ い て は 、 今 後 期 限 ま で に 納 付 が な さ

れ な か っ た 場 合 は 、 督 促 状 の 発 付 と 延 滞 金 の 徴 収 の 説 明

を 含 め た 納 付 指 導 を 実 施 し た う え で 、 そ れ で も 納 付 の な

い 場 合 に は 督 促 状 の 発 付 と 延 滞 金 の 徴 収 を 行 い ま す 。

ま た 、 申 請 者 に 対 し て 許 可 書 の 内 容 を 通 知 す る 際 に 、

使 用 料 の 納 付 に 遅 延 が 生 じ た 場 合 に は 督 促 状 が 発 付 さ れ

延 滞 金 が 発 生 す る こ と を 明 記 し た 文 書 を 添 付 し 、 令 和 ５

年 度 か ら 財 産 規 則 に 沿 っ た 対 応 が で き る よ う 体 制 を 整 え

ま す 。

２ 県 全 体 の 債 権 管 理 に 係 る 監 査

(１ ) 債 権 の 適 正 な 把 握

各 債 権 所 管 課 に 対 し 調 査 確 認 の う え 、 法 令 に 沿 っ た 適 正

な 事 務 が 行 わ れ る よ う 指 導 し て い き ま す 。

(２ ) 債 権 確 認 書 の 整 備

財 産 規 則 の 規 定 様 式 に よ る 債 権 確 認 書 の 整 備 が さ れ て い

な い 債 権 所 管 課 に お い て は 、 各 課 独 自 の 電 算 処 理 シ ス テ ム



等 に よ り 債 権 確 認 書 に 記 録 す べ き 事 項 が 整 理 さ れ て い ま

す 。

こ れ ら の こ と を 踏 ま え 、 債 権 確 認 書 の 整 備 に つ い て は 、

財 産 規 則 上 の 課 題 等 の 整 理 を 行 い 、 改 正 等 も 含 め た 是 正 措

置 を 検 討 し て い き ま す 。

(３ ) 督 促 状 の 発 付

各 債 権 所 管 課 に 対 し 調 査 確 認 の う え 、 法 令 に 沿 っ た 適 正

な 事 務 が 行 わ れ る よ う 指 導 し て い き ま す 。

(４ ) 延 滞 金 の 徴 収

各 債 権 所 管 課 に 対 し 調 査 確 認 の う え 、 法 令 に 沿 っ た 適 正

な 事 務 が 行 わ れ る よ う 指 導 し て い き ま す 。

(５ ) 遅 延 損 害 金 （ 違 約 金 、 延 滞 利 子 等 ） の 徴 収

各 債 権 所 管 課 に 対 し 調 査 確 認 の う え 、 法 令 に 沿 っ た 適 正

な 事 務 が 行 わ れ る よ う 指 導 し て い き ま す 。

(６ ) 税 外 未 収 金 債 権 の 整 理 の 促 進

管 財 課 及 び 税 務 課 に お い て は 、 個 別 相 談 や 各 課 ヒ ア リ ン

グ 等 を 通 し て 、 個 別 の 債 権 管 理 に つ い て 助 言 や 支 援 を 行 っ

て い ま す 。 特 に 、 時 効 期 間 が 経 過 し た 債 権 に つ い て は 、 当

年 度 の 各 債 権 所 管 課 の 対 応 方 針 等 を 確 認 す る と と も に 、 債

権 管 理 条 例 に 規 定 す る 回 収 困 難 な 債 権 に 該 当 す る 場 合 に

は 、 債 権 所 管 課 に お い て 債 権 放 棄 を 含 む 債 権 整 理 が で き る

よ う 、 そ の 方 針 に 沿 っ た 取 組 へ の 支 援 を 行 っ て い ま す 。 今

後 も 債 権 所 管 課 へ の よ り 丁 寧 な 支 援 を 行 い 、 回 収 困 難 な 税

外 未 収 金 債 権 の 整 理 の 促 進 に 努 め ま す 。

(７ ) 外 部 委 託 の 活 用

税 務 課 で は 、 平 成 28年 度 か ら 各 債 権 所 管 課 の 回 収 困 難 案

件 を 取 り ま と め 、 弁 護 士 に 調 査 回 収 業 務 を 委 託 し て い ま

す 。 そ の 結 果 、 回 収 委 託 し た 案 件 の ６ 割 程 度 が 納 付 約 束 、

５ 割 程 度 が 回 収 に つ な が っ て お り 、 弁 護 士 へ の 業 務 委 託 は

債 権 回 収 に お い て 、 有 効 性 が 高 い と 考 え て い ま す 。 今 後 も

職 員 で は 対 応 が 困 難 な 税 外 未 収 金 に つ い て 、 弁 護 士 等 へ の

外 部 委 託 を 進 め 、 未 収 金 の 回 収 効 率 を 上 げ る よ う 努 め ま

す 。

(８ ) 債 権 管 理 体 制

平 成 27年 度 の 包 括 外 部 監 査 結 果 に お い て 、 速 や か に 債 権

回 収 に 移 行 す る た め に は 、 平 成 22年 度 か ら 実 施 し て い た 共

同 管 理 に よ る 債 権 管 理 体 制 で は 不 十 分 で あ り 、 そ の 手 法 を

見 直 し 、 管 理 部 門 と 回 収 部 門 と を 明 確 に 分 け る こ と が 求 め

ら れ ま し た 。

具 体 的 に は 、 債 権 管 理 事 務 に つ い て は 、 貸 付 時 の 厳 格 な

審 査 か ら 債 務 者 の 状 況 把 握 は 、 主 に 債 権 所 管 課 が 行 う こ と

が 示 さ れ ま し た 。 こ れ を 受 け 、 管 財 課 及 び 税 務 課 に お い て

は 、 こ れ ま で 庁 内 連 絡 会 議 や 研 修 会 、 各 課 ヒ ア リ ン グ な ど

を 通 し て 、 法 令 に 沿 っ た 適 正 な 債 権 管 理 事 務 を 行 う こ と の

重 要 性 を 債 権 所 管 課 に 周 知 ・ 徹 底 し て き ま し た 。 こ の こ と



に 加 え 、 速 や か に 債 権 回 収 に 移 行 で き る よ う 債 権 管 理 回 収

組 織 の 新 設 や 債 権 回 収 業 務 の 外 部 委 託 と い っ た 体 制 の 構 築

が 望 ま し い と さ れ ま し た 。 こ れ を 受 け 、 税 務 課 に 税 外 債 権

対 策 室 を 設 置 す る と と も に 、 職 員 で は 対 応 が 困 難 な 債 権 の

回 収 は 、 弁 護 士 に 外 部 委 託 す る こ と に よ り 、 適 正 か つ 効 率

的 な 債 権 回 収 を 推 進 し て い ま す 。

ご 指 摘 の 債 権 管 理 事 務 に つ い て は 、 こ れ ま で の 経 緯 か ら

現 状 の 体 制 を 維 持 し つ つ 、 債 権 所 管 課 に 対 し て 、 そ の 重 要

性 を 、 引 き 続 き 、 周 知 ・ 徹 底 す る と と も に 、 特 に 各 課 ヒ ア

リ ン グ に お い て 、 各 債 権 所 管 課 の 取 組 や 課 題 等 の 実 情 を こ

れ ま で 以 上 に 詳 細 に 把 握 し 、 債 権 の 適 正 な 管 理 、 回 収 、 整

理 に 向 け て 、 よ り 一 層 き め 細 か な 指 導 ・ 助 言 に 努 め ま す 。

４ 高 教 政 第 227号

令 和 ４ 年 ６ 月 16日

高 知 県 監 査 委 員 様

高 知 県 教 育 長

令 和 ３ 年 度 行 政 監 査 結 果 に 対 す る 措 置 に つ い て （ 通

知 ）

令 和 ４ 年 ３ 月 25日 付 け ３ 高 監 報 第 17号 で 報 告 の あ り ま し た 、 令

和 ３ 年 度 行 政 監 査 結 果 に 対 し て は 、 下 記 の と お り 措 置 を 講 じ ま し

た の で 通 知 し ま す 。

記

１ 監 査 委 員 の 意 見

債 権 所 管 課 に お い て 、 未 収 金 債 権 額 を 正 確 に 決 算 書 類 に 計 上

で き て い な い こ と は 、 「 知 事 及 び 公 営 企 業 管 理 者 は 、 法 令 、 条

例 、 規 則 そ の 他 の 規 程 の 規 定 に 基 づ き 、 適 正 か つ 効 率 的 に 県 の

債 権 の 管 理 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 」 と す る 高 知 県 債 権 管 理

条 例 第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に 反 す る 不 適 正 な 事 務 で あ る 。

債 権 所 管 課 に お い て は 、 速 や か に 是 正 措 置 を 講 じ る と と も

に 、 今 後 は 債 権 の 適 正 な 把 握 を 行 い 、 法 令 に 沿 っ て 適 正 に 債 権

管 理 を 行 う よ う 求 め る 。

２ 措 置 の 内 容

高 知 県 高 等 学 校 等 奨 学 金 に お い て は 、 貸 与 し て い た 奨 学 金 を

奨 学 生 が 返 還 す る 際 、 納 期 限 の 翌 日 以 降 に 納 入 さ れ た 場 合 は 遅

延 損 害 金 で あ る 延 滞 利 子 が 発 生 し 、 元 金 が 完 納 し た 後 に 当 該 延

滞 利 子 を 請 求 の う え 徴 収 し て い ま す 。 奨 学 生 に よ っ て は 、 元 金

を 完 納 す る 際 、 同 時 に 延 滞 利 子 の 支 払 い を 希 望 す る 場 合 が あ

り 、 延 滞 利 子 の 事 前 調 定 が 困 難 で あ る こ と か ら 、 高 知 県 会 計 規

則 第 29条 第 １ 項 第 ６ 号 に 規 定 す る 延 滞 金 と 同 様 に 、 収 納 後 に 事

後 調 定 を 行 っ て い ま す 。

収 納 後 の 延 滞 利 子 に つ い て は 決 算 書 類 に 計 上 し て い ま し た

が 、 収 納 前 の 延 滞 利 子 に つ い て も 未 調 定 の 債 権 と し て 決 算 書 類

に 計 上 す べ き と こ ろ 、 そ の 認 識 に 欠 け て い た た め 、 正 確 に 決 算

報 告 が で き て い な か っ た も の で す 。

令 和 ３ 年 度 決 算 か ら は 、 当 該 年 度 中 に 元 金 が 完 納 に な る こ と



で 金 額 が 確 定 し た 延 滞 利 子 に つ い て は 、 未 調 定 額 に つ い て も 債

権 現 在 額 の 報 告 を 確 実 に 行 い ま す 。


